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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮されて記録された映像信号をデコードして再生すると共に、前記デコードした映像
信号をフレーム単位で所定時間ずつ間欠的に更新して取り出す機能を有する映像信号再生
装置であって、
　前記取り出した映像信号のフレームを順次記憶するメモリと、
　前記取り出した映像信号のフレームを所定時間記憶してから出力する第一記憶手段と、
　前記第一記憶手段から出力される映像信号を前記所定時間記憶してから出力する第二記
憶手段と、
　前記第二記憶手段から出力される映像信号を前記所定時間記憶してから出力する第三記
憶手段と、
　前記メモリから出力される映像信号に前記複数の記憶手段の個数に応じて決定される所
定の係数を乗算する第一加重手段と、
　前記第一記憶手段から出力される映像信号に前記所定の係数を乗算する第二加重手段と
、
　前記第二記憶手段から出力される映像信号に前記所定の係数を乗算する第三加重手段と
、
　前記第三記憶手段から出力される映像信号に前記所定の係数を乗算する第四加重手段と
、
　前記第一加重手段、前記第二加重手段、前記第三加重手段および前記第四加重手段の出
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力信号を加算する加算手段と
　を備える映像信号再生装置。
【請求項２】
　前記フレームは、ＭＰＥＧ方式で圧縮された映像信号のＩフレームである
　請求項１に記載に映像信号再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えばＭｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　ｃｏｄｉｎｇ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒ
ｏｕｐ（以下ＭＰＥＧと略称する）方式で圧縮されて記録された映像信号を、デコードし
て再生する際に使用して好適な映像信号再生装置に関する。詳しくは、ＭＰＥＧ方式で記
録された記録媒体を高速サーチ等で再生する際に、良好な再生表示が行われるようにする
ものである。
【０００２】
【従来の技術】
例えばＭＰＥＧ方式で圧縮されて記録された映像信号をデコードして再生する映像信号再
生装置においては、例えば映像信号の１５フレームごとに設けられる単独でデコード可能
なＩフレームと呼ばれるフレームをデコードする。そしてこのデコードされたＩフレーム
を用いて、フレームの間の差分によって形成されるＰ及びＢフレームと呼ばれるフレーム
をデコードして、映像信号を形成する全フレームの再生を行うようになされている。
【０００３】
そこでこのようなＭＰＥＧ方式で記録された記録媒体を、例えば高速サーチのような記録
時とは異なる時系列で再生する場合には、例えば上述の単独でデコード可能なＩフレーム
のみを順番にデコードして映像信号を形成することが行われる。すなわち例えば上述のよ
うにＩフレームが映像信号の１５フレームごとに設けられている場合には、このＩフレー
ムのみを再生することによって１５倍速の高速サーチの再生を行うことができることにな
る。
【０００４】
ところが現実には、上述のＩフレームを各フレームに付加されたアドレス等に基づいて検
出するのに時間が掛かり、このような検出を行いながらの再生では、例えば１秒間に３～
５フレーム程度しか再生することができない。このため従来の装置では、例えば１秒間に
３～５フレームの再生される間の期間には直前のフレームを繰り返すことによって、映像
信号をフレーム単位で所定時間ずつ間欠的に更新して取り出すことが行われていた。
【０００５】
しかしながらこのような映像信号をフレーム単位で所定時間ずつ間欠的に更新して取り出
す再生方法では、この映像信号を表示した場合に極めて不自然な表示になってしまう。す
なわち例えば１５倍速で毎秒５フレームの表示が行われている場合には、各表示されるフ
レームは９０フレームごとのものとなる。従って各表示されるフレームの間隔は標準の再
生時間で３秒間隔となり、例えばアナログ方式のＶＴＲでの０．５秒間隔より間隔が大き
くなって不自然になる。
【０００６】
また、例えば毎秒５フレームの表示が行われている場合には、各フレームが表示される時
間は０．２秒となり、観視者が各フレームの画像を充分に知覚できる時間となる。従って
、このような知覚された画像が間欠的に更新される表示は、例えば従来のアナログ方式の
ＶＴＲの高速サーチのような充分な知覚を伴わない画像が連続的に近い状態で見える表示
に比べて、観視者には極めて不自然に見えてしまうものである。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
この出願はこのような点に鑑みて成されたものであって、解決しようとする問題点は、従
来の装置のように映像信号をフレーム単位で所定時間ずつ間欠的に更新して取り出す再生
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方法では、この映像信号を表示した場合に極めて不自然な表示になってしまうというもの
である。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、本発明の映像信号再生装置は、圧縮されて記録された映像
信号をデコードして再生すると共に、デコードした映像信号をフレーム単位で所定時間ず
つ間欠的に更新して取り出す機能を有する映像信号再生装置であって、取り出した映像信
号のフレームを順次記憶するメモリと、取り出した映像信号のフレームを所定時間記憶し
てから出力する第一記憶手段と、第一記憶手段から出力される映像信号を所定時間記憶し
てから出力する第二記憶手段と、第二記憶手段から出力される映像信号を所定時間記憶し
てから出力する第三記憶手段と、メモリから出力される映像信号に複数の記憶手段の個数
に応じて決定される所定の係数を乗算する第一加重手段と、第一記憶手段から出力される
映像信号に所定の係数を乗算する第二加重手段と、第二記憶手段から出力される映像信号
に所定の係数を乗算する第三加重手段と、第三記憶手段から出力される映像信号に所定の
係数を乗算する第四加重手段と、第一加重手段、第二加重手段、第三加重手段および第四
加重手段の出力信号を加算する加算手段とを備える。
　そのため、不帰還型の回路を用いて映像信号を徐々に入れ替えて出力することができる
。これにより、表示される画像が連続的に変化されて、表示の不自然さを解消することが
できる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
すなわち本発明は、圧縮されて記録された映像信号をデコードして再生すると共に、デコ
ードした映像信号をフレーム単位で所定時間ずつ間欠的に更新して取り出す機能を有する
映像信号再生装置であって、映像信号の１または複数のフレームを記憶する記憶手段と、
取り出した映像信号及び／または記憶手段に記憶した映像信号にそれぞれ任意の係数を乗
算する複数の加重手段と、複数の加重手段の出力信号を加算する加算手段とを有し、取り
出した映像信号を徐々に入れ替えて出力するようにしたものである。
【００１０】
以下、図面を参照して本発明を説明するに、図１は本発明を適用した映像信号再生装置の
一の実施形態の構成を示すブロック図である。なお、図１の実施形態では、例えばＭＰＥ
Ｇ方式で圧縮された映像信号がディスク状の記録媒体に記録されている場合を示している
が、本発明は任意の圧縮方式に適用されるものであり、また、記録媒体もディスクに限ら
ずテープ等の他の形式の記録媒体にも適用できるものである。
【００１１】
図１において、例えばディスク１には、例えばＭＰＥＧ方式で圧縮された映像信号が記録
されており、このディスク１に記録された圧縮された映像信号がピックアップ２を通じて
再生される。このピックアップ２からの再生信号が、再生処理部３に供給されて例えばＭ
ＰＥＧ方式のビットストリームが取り出され、このビットストリームが例えばＭＰＥＧ方
式のデコーダ回路４に供給される。これによってデコーダ回路４からは、圧縮を復元した
映像信号が出力される。
【００１２】
すなわちこのデコーダ回路４では、例えばＭＰＥＧ方式で圧縮された映像信号の中から、
例えば１５フレームごとに設けられる単独でデコード可能なＩフレームと呼ばれるフレー
ムがデコードされる。そしてこのデコードされたＩフレームを用いて、フレームの間の差
分によって形成されるＰ及びＢフレームと呼ばれるフレームがデコードされる。これによ
り、映像信号を形成する全フレームが復元されて、映像信号の再生が行われるものである
。
【００１３】
そしてこの装置において、例えば高速サーチのような記録時とは異なる時系列で再生する
場合には、例えば上述の単独でデコード可能なＩフレームのみが順番にデコードされて映
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像信号が形成される。これによって例えばＩフレームが映像信号の１５フレームごとに設
けられている場合には、このＩフレームのみが再生されることで１５倍速の高速サーチの
再生が行われる。ただし、上述したように毎フレームにＩフレームを検出してデコードす
ることはできないものである。
【００１４】
そこで上述したように、例えば１５倍速で毎秒５フレームの表示が行われている場合には
、各表示されるフレームは９０フレームごとのものとなる。すなわち例えばデコーダ回路
４で判別されたＩフレームのアドレスが制御用のマイクロコンピュータ５に供給され、こ
のマイクロコンピュータ５では、例えば上述の倍速値と毎秒の表示フレーム数とから次に
再生されるＩフレームのアドレスが算出される。そしてそのアドレスにピックアップ２を
送るように制御が行われる。
【００１５】
なおデコーダ回路４にはメモリー６が併設され、このメモリー６に再生中の信号に関わる
Ｉフレームが記憶されている。従って例えば再生中に高速サーチへの切り換えが行われた
場合には、まずこのメモリー６に記憶されているＩフレームの信号が出力され、そこから
例えば９０フレーム後のアドレスにピックアップ２を送る制御が行われる。またマイクロ
コンピュータ５には、再生、停止の制御や高速サーチ時の倍速値の設定等が行う操作部７
が設けられる。
【００１６】
このようにしてデコーダ回路４からは、例えば９０フレームごとのＩフレームの映像信号
が取り出される。そしてこの場合に、例えば９０フレーム後のＩフレームの信号を取り出
すのには、６フレーム期間程度の時間が掛かることになり、その間は前のＩフレームの信
号が繰り返し出力される。これによりこのデコーダ回路４からは、各デコードされたＩフ
レームがフレーム単位で所定時間ずつ間欠的に更新して取り出されるようにされた映像信
号が出力されることになる。
【００１７】
そしてこの装置において、このデコーダ回路４からの信号が例えば係数０．５の第１の加
重回路となるアンプ１１を通じて加算手段となる加算器１２に供給される。さらにこの加
算器１２からの加算信号が出力端子１３に取り出されると共に、例えば１フレームの記憶
手段となるフレームメモリー１４に供給される。またこのフレームメモリー１４に記憶さ
れた信号が、例えば係数０．５の第２の加重回路となるアンプ１５を通じて加算器１２に
供給される。
【００１８】
これによりこの装置において、同じフレームの信号が繰り返されている間は、アンプ１１
、１５からは同じ信号が加算器１２に供給されて、同じフレームの信号が出力端子１３に
出力される。これに対してデコーダ回路４からの信号が更新されると、まず最初のフレー
ムでは前のフレームと更新されたフレームが０．５：０．５で加算された信号が出力され
、次のフレームでは前のフレームと更新されたフレームが０．２５：０．７５で加算され
た信号が出力される。
【００１９】
さらに次のフレームでは、前のフレームと更新されたフレームが０．１２５：０．８７５
で加算された信号が出力されて、前のフレームと更新されたフレームとが徐々に入れ替え
られて出力される。なおこのままでは前のフレームは永久に残っているように見えるが、
実際には３～４フレーム程度で前のフレームの影響は検知限以下となり、更新されたフレ
ームに置き換えられることになる。そしてこの動作がデコーダ回路４からの信号が更新さ
れる度に繰り返される。
【００２０】
こうしてこの装置によれば、デコーダ回路４でデコードされたＩフレームが更新される度
に、出力端子１３には前のフレームと更新されたフレームとが徐々に入れ替えられた映像
信号が出力されることになる。これにより観視者には、表示されるフレームが連続して変
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化されるように見えることになり、例えば従来のアナログ方式のＶＴＲの高速サーチと同
様の連続して変化される表示が見えることで、観視者に自然な感じを与えることができる
ものである。
【００２１】
従ってこの装置において、映像信号をフレーム単位で所定時間ずつ間欠的に更新して取り
出した信号に対して、記憶手段と加重手段と加算手段による帰還型の回路を用いてこの映
像信号を徐々に入れ替えて出力することによって、表示される画像が連続的に変化されて
、表示の不自然さを解消することができる。
【００２２】
これによって、従来の装置のように映像信号をフレーム単位で所定時間ずつ間欠的に更新
して取り出す再生方法では、この映像信号を表示した場合に極めて不自然な表示になって
しまっていたものを、本発明によればこれらの問題点を容易に解消することができるもの
である。
【００２３】
ところで上述の構成で、例えばアンプ１１、１５での加重を共に係数０．５とした場合に
は３～４フレーム程度で入れ替えが行われる。これは例えば毎秒５フレームの表示で６フ
レームごとに信号が更新されている場合には適当な値である。ところが例えば倍速値を３
０倍速や１５０倍速にした場合には、例えば次のアドレスにピックアップ２を送るまでの
時間が長く掛かり、例えば毎秒３フレームの表示で１０フレームごとの信号の更新となる
ことがある。
【００２４】
そこで例えば１０フレームごとの更新に対して上述の３～４フレームの入れ替えでは、間
欠的な表示が解消されずに不自然に見えてしまう恐れがある。これに対して、例えばアン
プ１１での加重を係数０．２５、アンプ１５での加重を係数０．７５とすることにより、
前のフレームと更新されたフレームの割合とが、最初のフレームでは０．７５：０．２５
となり、次のフレームでは０．５６２５：０．４３７５となって、入れ替えに掛かる時間
を長くすることができる。
【００２５】
しかしながらこのように入れ替えに掛かる時間を長くしておくと、例えば更新が短い間隔
で行われる場合に、更新時に前々のフレームの信号の影響が残っていることになり、却っ
て不自然な表示になってしまう恐れがある。このような点に鑑みて上述の装置では、さら
に例えば制御手段としてのマイクロコンピュータ５によってアンプ１１、１５での加重の
係数値を制御し、入れ替えに掛かる時間をフレームの更新の頻度に応じて制御することが
できる。
【００２６】
すなわち上述の装置において、表示されるフレームの更新の頻度は、例えば高速サーチの
倍速値等によって予め定まっているものである。従ってマイクロコンピュータ５では、操
作部７から設定される倍速値等によって表示されるフレームの更新の頻度を予め知ること
ができる。そしてこの頻度に応じて予め設定された値にアンプ１１、１５での加重の係数
値を制御することにより、入れ替えに掛かる時間をフレームの更新の頻度に応じて制御す
ることができるものである。
【００２７】
従って上述の装置において、加重手段の係数を制御する制御手段として例えば制御用のマ
イクロコンピュータを設け、取り出した映像信号の入れ替えに掛かる時間を、例えばフレ
ームの更新の頻度に応じて制御することによって、フレームの更新の頻度が変化しても表
示の不自然さが生じないようにすることができるものである。
【００２８】
さらに図２には、本発明を適用した映像信号再生装置の他の実施形態の構成のブロック図
を示す。なお、図２の実施形態では、例えばＭＰＥＧ方式で圧縮された映像信号がディス
ク状の記録媒体に記録されている場合を示しているが、本発明は任意の圧縮方式に適用さ
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れるものであり、また、記録媒体もディスクに限らずテープ等の他の形式の記録媒体にも
適用できるものである。
【００２９】
図２において、例えばディスク１には、例えばＭＰＥＧ方式で圧縮された映像信号が記録
されており、このディスク１に記録された圧縮された映像信号がピックアップ２を通じて
再生される。このピックアップ２からの再生信号が、再生処理部３に供給されて例えばＭ
ＰＥＧ方式のビットストリームが取り出され、このビットストリームが例えばＭＰＥＧ方
式のデコーダ回路４に供給される。これによってデコーダ回路４からは、圧縮を復元した
映像信号が出力される。
【００３０】
すなわちこのデコーダ回路４では、例えばＭＰＥＧ方式で圧縮された映像信号の中から、
例えば１５フレームごとに設けられる単独でデコード可能なＩフレームと呼ばれるフレー
ムがデコードされる。そしてこのデコードされたＩフレームを用いて、フレームの間の差
分によって形成されるＰ及びＢフレームと呼ばれるフレームがデコードされる。これによ
り、映像信号を形成する全フレームが復元されて、映像信号の再生が行われるものである
。
【００３１】
そしてこの装置において、例えば高速サーチのような記録時とは異なる時系列で再生する
場合には、例えば上述の単独でデコード可能なＩフレームのみが順番にデコードされて映
像信号が形成される。これによって例えばＩフレームが映像信号の１５フレームごとに設
けられている場合には、このＩフレームのみが再生されることで１５倍速の高速サーチの
再生が行われる。ただし、上述したように毎フレームにＩフレームを検出してデコードす
ることはできないものである。
【００３２】
そこで上述したように、例えば１５倍速で毎秒５フレームの表示が行われている場合には
、各表示されるフレームは９０フレームごとのものとなる。すなわち例えばデコーダ回路
４で判別されたＩフレームのアドレスが制御用のマイクロコンピュータ５に供給され、こ
のマイクロコンピュータ５では、例えば上述の倍速値と毎秒の表示フレーム数とから次に
再生されるＩフレームのアドレスが算出される。そしてそのアドレスにピックアップ２を
送るように制御が行われる。
【００３３】
なおデコーダ回路４にはメモリー６が併設され、このメモリー６に再生中の信号に関わる
Ｉフレームが記憶されている。従って例えば再生中に高速サーチへの切り換えが行われた
場合には、まずこのメモリー６に記憶されているＩフレームの信号が出力され、そこから
例えば９０フレーム後のアドレスにピックアップ２を送る制御が行われる。またマイクロ
コンピュータ５には、再生、停止の制御や高速サーチ時の倍速値の設定等が行う操作部７
が設けられる。
【００３４】
このようにしてデコーダ回路４からは、例えば９０フレームごとのＩフレームの映像信号
が取り出される。そしてこの場合に、例えば９０フレーム後のＩフレームの信号を取り出
すのには、６フレーム期間程度の時間が掛かることになり、その間は前のＩフレームの信
号が繰り返し出力される。これによりこのデコーダ回路４からは、各デコードされたＩフ
レームがフレーム単位で所定時間ずつ間欠的に更新して取り出されるようにされた映像信
号が出力されることになる。
【００３５】
そしてこの装置において、このデコーダ回路４からの信号が縦続に接続された３個のフレ
ームメモリー２１、２２、２３に供給され、順次供給されたフレームの信号が記憶される
。さらにデコーダ回路４からの信号と、フレームメモリー２１、２２、２３に記憶された
信号が、それぞれ例えば係数０．２５の加重回路となるアンプ２４、２５、２６、２７を
通じて加算手段となる加算器２８に供給される。またこの加算器２８で加算された信号が
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出力端子２９に取り出される。
【００３６】
これによりこの装置において、同じフレームの信号が繰り返されている間は、アンプ２４
～２７からは同じ信号が加算器２８に供給されて、同じフレームの信号が出力端子２９に
出力される。これに対してデコーダ回路４からの信号が更新されると、まず最初のフレー
ムでは前のフレームと更新されたフレームが０．７５：０．２５で加算された信号が出力
され、次のフレームでは前のフレームと更新されたフレームが０．５：０．５で加算され
た信号が出力される。
【００３７】
さらに次のフレームでは、前のフレームと更新されたフレームが０．２５：０．７５で加
算された信号が出力される。そしてその次のフレームでは、更新されたフレームのみが出
力されて、前のフレームと更新されたフレームとが徐々に入れ替えられて出力される。す
なわちこの装置においては、４フレームで前のフレームが更新されたフレームに置き換え
られることになる。そしてこの動作がデコーダ回路４からの信号が更新される度に繰り返
される。
【００３８】
こうしてこの装置によれば、デコーダ回路４でデコードされたＩフレームが更新される度
に、出力端子２９には前のフレームと更新されたフレームとが徐々に入れ替えられた映像
信号が出力されることになる。これにより観視者には、表示されるフレームが連続して変
化されるように見えることになり、例えば従来のアナログ方式のＶＴＲの高速サーチと同
様の連続して変化される表示が見えることで、観視者に自然な感じを与えることができる
ものである。
【００３９】
従ってこの装置において、映像信号をフレーム単位で所定時間ずつ間欠的に更新して取り
出した信号に対して、記憶手段と加重手段と加算手段による不帰還型の回路を用いてこの
映像信号を徐々に入れ替えて出力することによって、表示される画像が連続的に変化され
て、表示の不自然さを解消することができる。
【００４０】
これによって、従来の装置のように映像信号をフレーム単位で所定時間ずつ間欠的に更新
して取り出す再生方法では、この映像信号を表示した場合に極めて不自然な表示になって
しまっていたものを、本発明によればこれらの問題点を容易に解消することができるもの
である。
【００４１】
ところで上述の構成では、フレームメモリ２１～２３を用いてアンプ２４～２７の加重を
全て係数０．２５として４フレームで入れ替えが行われる。これは例えば毎秒５フレーム
の表示で６フレームごとに信号が更新されている場合には適当な値である。ところが例え
ば倍速値を３０倍速や１５０倍速にした場合には、例えば次のアドレスにピックアップ２
を送るまでの時間が長く掛かり、例えば毎秒３フレームの表示で１０フレームごとの信号
の更新となることがある。
【００４２】
そこで例えば１０フレームごとの更新に対して上述の４フレームの入れ替えでは、間欠的
な表示が解消されずに不自然に見えてしまう恐れがある。これに対して、例えば破線図示
のようにフレームメモリーの数を増やすと共に、各アンプでの加重の係数値を小さくして
、入れ替えに掛かる時間を長くすることができる。すなわち例えばフレームメモリーの数
を７個とし、８個のアンプの係数値を０．１２５ずつとすることで、入れ替えの時間を８
フレームにすることができる。
【００４３】
しかしながらこのように入れ替えに掛かる時間を長くしておくと、例えば更新が短い間隔
で行われる場合に、更新時に前々のフレームの信号の影響が残っていることになり、却っ
て不自然な表示になってしまう恐れがある。このような点に鑑みて上述の装置では、さら
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にフレームメモリーの数を増やすと共に、制御手段としてのマイクロコンピュータ５によ
ってアンプでの加重の係数値を制御し、入れ替えに掛かる時間をフレームの更新の頻度に
応じて制御することができる。
【００４４】
すなわち上述の装置において、表示されるフレームの更新の頻度は、例えば高速サーチの
倍速値等によって予め定まっているものである。従ってマイクロコンピュータ５では、操
作部７から設定される倍速値等によって表示されるフレームの更新の頻度を予め知ること
ができる。そしてこの頻度に応じて用いるフレームメモリーの数及びアンプでの加重の係
数値を制御することにより、入れ替えに掛かる時間をフレームの更新の頻度に応じて制御
することができるものである。
【００４５】
なお上述の実施の形態では、フレームメモリーを縦続に接続しているが、並列に設けられ
るメモリーを選択して順次に記憶を行わせるようなメモリー制御装置を設けて実現するこ
ともできる。また、アンプでの加重の係数値が例えば１フレーム期間ごとに制御できるの
であれば、１個のフレームメモリーに前のフレームの信号を記憶させ、フレームメモリー
とデコーダ回路からの信号を２個のアンプで加重の係数値を制御しながら加算して入れ替
えを行うこともできる。
【００４６】
従って上述の装置において、加重手段の係数を制御する制御手段として例えば制御用のマ
イクロコンピュータを設け、取り出した映像信号の入れ替えに掛かる時間を、例えばフレ
ームの更新の頻度に応じて制御することによって、フレームの更新の頻度が変化しても表
示の不自然さが生じないようにすることができるものである。
【００４７】
ところで図３には、例えばフレームメモリー３１と減算器３２を用いて前後のフレームの
差信号を検出し、この差信号をリミッター回路３３で適当なレベルに制限して、減算器３
４で元の信号から減算することによって、ノイズを低減するようにしたノイズ低減回路の
構成が示されている。ここでこのようなノイズ低減回路は例えばデコーダ回路４の後段に
設けられるが、通常の再生時のみに必要とされるものであって、例えば上述の高速サーチ
では不要となるものである。
【００４８】
そこで図４は、このようなノイズ低減回路に設けられるフレームメモリー３１を利用して
、上述の映像信号を徐々に入れ替えて表示の不自然さを解消するようにした装置を形成す
るものである。なお、図４の実施形態では、例えばＭＰＥＧ方式で圧縮された映像信号が
ディスク状の記録媒体に記録されている場合を示しているが、本発明は任意の圧縮方式に
適用されるものであり、また、記録媒体もディスクに限らずテープ等の他の形式の記録媒
体にも適用できるものである。
【００４９】
図４において、例えばディスク１には、例えばＭＰＥＧ方式で圧縮された映像信号が記録
されており、このディスク１に記録された圧縮された映像信号がピックアップ２を通じて
再生される。このピックアップ２からの再生信号が、再生処理部３に供給されて例えばＭ
ＰＥＧ方式のビットストリームが取り出され、このビットストリームが例えばＭＰＥＧ方
式のデコーダ回路４に供給される。これによってデコーダ回路４からは、圧縮を復元した
映像信号が出力される。
【００５０】
すなわちこのデコーダ回路４では、例えばＭＰＥＧ方式で圧縮された映像信号の中から、
例えば１５フレームごとに設けられる単独でデコード可能なＩフレームと呼ばれるフレー
ムがデコードされる。そしてこのデコードされたＩフレームを用いて、フレームの間の差
分によって形成されるＰ及びＢフレームと呼ばれるフレームがデコードされる。これによ
り、映像信号を形成する全フレームが復元されて、映像信号の再生が行われるものである
。
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【００５１】
そしてこの装置において、例えば高速サーチのような記録時とは異なる時系列で再生する
場合には、例えば上述の単独でデコード可能なＩフレームのみが順番にデコードされて映
像信号が形成される。これによって例えばＩフレームが映像信号の１５フレームごとに設
けられている場合には、このＩフレームのみが再生されることで１５倍速の高速サーチの
再生が行われる。ただし、上述したように毎フレームにＩフレームを検出してデコードす
ることはできないものである。
【００５２】
そこで上述したように、例えば１５倍速で毎秒５フレームの表示が行われている場合には
、各表示されるフレームは９０フレームごとのものとなる。すなわち例えばデコーダ回路
４で判別されたＩフレームのアドレスが制御用のマイクロコンピュータ５に供給され、こ
のマイクロコンピュータ５では、例えば上述の倍速値と毎秒の表示フレーム数とから次に
再生されるＩフレームのアドレスが算出される。そしてそのアドレスにピックアップ２を
送るように制御が行われる。
【００５３】
なおデコーダ回路４にはメモリー６が併設され、このメモリー６に再生中の信号に関わる
Ｉフレームが記憶されている。従って例えば再生中に高速サーチへの切り換えが行われた
場合には、まずこのメモリー６に記憶されているＩフレームの信号が出力され、そこから
例えば９０フレーム後のアドレスにピックアップ２を送る制御が行われる。またマイクロ
コンピュータ５には、再生、停止の制御や高速サーチ時の倍速値の設定等が行う操作部７
が設けられる。
【００５４】
このようにしてデコーダ回路４からは、例えば９０フレームごとのＩフレームの映像信号
が取り出される。そしてこの場合に、例えば９０フレーム後のＩフレームの信号を取り出
すのには、６フレーム期間程度の時間が掛かることになり、その間は前のＩフレームの信
号が繰り返し出力される。これによりこのデコーダ回路４からは、各デコードされたＩフ
レームがフレーム単位で所定時間ずつ間欠的に更新して取り出されるようにされた映像信
号が出力されることになる。
【００５５】
そしてこの装置において、このデコーダ回路４の出力がスイッチ３５の一方の固定接点ａ
に供給されると共に、このデコーダ回路４の出力がアンプ１１を通じてスイッチ３５の他
方の固定接点ｂに供給される。さらにこのスイッチ３５の可動接点ｃからの信号が減算器
３４の被減算入力に供給される。またこの減算器３４の出力が出力端子１３に供給される
と共に、フレームメモリ１４を兼ねるフレームメモリ３１に供給される。なお符号は、上
述の図１、図３と共通である。
【００５６】
さらにデコーダ回路４の出力がスイッチ３６の一方の固定接点ａに供給されると共に、こ
のスイッチ３６の他方の固定接点ｂが接地される。そしてこのスイッチ３６の可動接点ｃ
からの信号が減算器３２の被減算入力に供給される。また、フレームメモリ３１の出力が
スイッチ３７の一方の固定接点ａに供給されると共に、このフレームメモリ３１の出力が
アンプ１５に相当する反転アンプ１５′を通じてスイッチ３７の他方の固定接点ｂに供給
される。
【００５７】
　そしてこのスイッチ３７の可動接点ｃからの信号が減算器３２の減算入力に供給され、
この減算器３２の出力がリミッター回路３３に供給される。さらにこのリミッター回路３
３の出力がスイッチ３８の一方の固定接点ａに供給されると共に、減算器３２の出力がイ
ンバータ３９を通じてスイッチ３８の他方の固定接点ｂに供給される。そしてこのスイッ
チ３８の可動接点ｃからの信号が減算器３４の減算入力に供給される。
【００５８】
かくしてこの装置において、スイッチ３５～３８が全て固定接点ａに接続された状態では
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、上述の図３と同じノイズ低減回路の構成となる。すなわちこの装置において、フレーム
メモリー３１と減算器３２を用いて前後のフレームの差信号が検出される。そしてこの差
信号がリミッター回路３３で適当なレベルに制限され、減算器３４で元の信号から減算さ
れることによって、ノイズを低減するようにしたノイズ低減回路が形成されている。
【００５９】
これに対してスイッチ３５～３８が全て固定接点ｂに接続されると、減算器３２は被減算
入力が接地され、減算入力に反転アンプ１５′を通じた信号が供給されることによって、
反転アンプ１５′がそのまま通過される。また減算器３４では、減算入力にインバータ３
９を通じた信号が供給されることによって加算が行われる。すなわちこの装置では、スイ
ッチ３５～３８が全て固定接点ｂに接続されることによって上述の図１と同じ回路構成と
なる。
【００６０】
これによりこの装置において、同じフレームの信号が繰り返されている間は、アンプ１１
、１５′からの同じ信号が減算器３４で加算されて、同じフレームの信号が出力端子１３
に出力される。これに対してデコーダ回路４からの信号が更新されると、まず最初のフレ
ームでは前のフレームと更新されたフレームが０．５：０．５で加算された信号が出力さ
れ、次のフレームでは前のフレームと更新されたフレームが０．２５：０．７５で加算さ
れた信号が出力される。
【００６１】
さらに次のフレームでは、前のフレームと更新されたフレームが０．１２５：０．８７５
で加算された信号が出力されて、前のフレームと更新されたフレームとが徐々に入れ替え
られて出力される。なおこのままでは前のフレームは永久に残っているように見えるが、
実際には３～４フレーム程度で前のフレームの影響は検知限以下となり、更新されたフレ
ームに置き換えられることになる。そしてこの動作がデコーダ回路４からの信号が更新さ
れる度に繰り返される。
【００６２】
こうしてこの装置によれば、デコーダ回路４でデコードされたＩフレームが更新される度
に、出力端子１３には前のフレームと更新されたフレームとが徐々に入れ替えられた映像
信号が出力されることになる。これにより観視者には、表示されるフレームが連続して変
化されるように見えることになり、例えば従来のアナログ方式のＶＴＲの高速サーチと同
様の連続して変化される表示が見えることで、観視者に自然な感じを与えることができる
ものである。
【００６３】
従ってこの装置において、映像信号をフレーム単位で所定時間ずつ間欠的に更新して取り
出した信号に対して、この映像信号を徐々に入れ替えて出力するようにしたことによって
、表示される画像が連続的に変化されて、表示の不自然さを解消することができる。
【００６４】
これによって、従来の装置のように映像信号をフレーム単位で所定時間ずつ間欠的に更新
して取り出す再生方法では、この映像信号を表示した場合に極めて不自然な表示になって
しまっていたものを、本発明によればこれらの問題点を容易に解消することができるもの
である。
【００６５】
さらにこの装置においては、例えば高速サーチでは不要となるノイズ低減回路に設けられ
るフレームメモリーを利用して、上述の映像信号を徐々に入れ替えて出力する装置を形成
することによって、新たなフレームメモリー等を用意することなく簡単な構成で、本発明
を実施することができるものである。
【００６６】
ところで上述の構成で、例えばアンプ１１、１５′での加重を共に係数０．５とした場合
には３～４フレーム程度で入れ替えが行われる。これは例えば毎秒５フレームの表示で６
フレームごとに信号が更新されている場合には適当な値である。ところが例えば倍速値を
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３０倍速や１５０倍速にした場合には、例えば次のアドレスにピックアップ２を送るまで
の時間が長く掛かり、例えば毎秒３フレームの表示で１０フレームごとの信号の更新とな
ることがある。
【００６７】
そこで例えば１０フレームごとの更新に対して上述の３～４フレームの入れ替えでは、間
欠的な表示が解消されずに不自然に見えてしまう恐れがある。これに対して、例えばアン
プ１１での加重を係数０．２５、アンプ１５′での加重を係数０．７５とすることにより
、前のフレームと更新されたフレームの割合とが、最初のフレームでは０．７５：０．２
５となり、次のフレームでは０．５６２５：０．４３７５となって、入れ替えに掛かる時
間を長くすることができる。
【００６８】
しかしながらこのように入れ替えに掛かる時間を長くしておくと、例えば更新が短い間隔
で行われる場合に、更新時に前々のフレームの信号の影響が残っていることになり、却っ
て不自然な表示になってしまう恐れがある。このような点に鑑みて上述の装置では、さら
に例えば制御手段としてのマイクロコンピュータ５によってアンプ１１、１５′での加重
の係数値を制御し、入れ替えに掛かる時間をフレームの更新の頻度に応じて制御すること
ができる。
【００６９】
すなわち上述の装置において、表示されるフレームの更新の頻度は、例えば高速サーチの
倍速値等によって予め定まっているものである。従ってマイクロコンピュータ５では、操
作部７から設定される倍速値等によって表示されるフレームの更新の頻度を予め知ること
ができる。そしてこの頻度に応じて予め設定された値にアンプ１１、１５′での加重の係
数値を制御することにより、入れ替えに掛かる時間をフレームの更新の頻度に応じて制御
することができる。
【００７０】
従って上述の装置において、加重手段の係数を制御する制御手段として例えば制御用のマ
イクロコンピュータを設け、取り出した映像信号の入れ替えに掛かる時間を、例えばフレ
ームの更新の頻度に応じて制御することによって、フレームの更新の頻度が変化しても表
示の不自然さが生じないようにすることができるものである。
【００７１】
さらに図５では、記録系を有する映像信号再生装置に本発明を適用する場合の実施形態に
ついて説明する。すなわち記録系において例えばＭＰＥＧ方式で映像信号を圧縮する場合
には、一般的に復元より多くのフレームメモリーが必要とされる。従って再生時には、圧
縮用に用意されたフレームメモリーの一部は使用されずに置かれていることになる。そこ
でこのような不使用のフレームメモリーを利用して、上述の映像信号を徐々に入れ替える
装置を形成することができる。
【００７２】
すなわち図５においては、映像信号の圧縮を行うエンコーダ回路４１にはセレクタ４２、
４３のＡ端子を通じて、映像信号の圧縮に必要な全量に相当するメモリー４４、４５が接
続される。これに対して、映像信号の復元を行うデコーダ回路４６にはセレクタ４２のＢ
端子を通じて一部のメモリー４４が接続される。そこで上述の取り出した映像信号の入れ
替えを行う入れ替え回路４７に、セレクタ４３のＢ端子を通じて残りのメモリー４５が接
続される。
【００７３】
そして記録時には、セレクタ４２、４３をＡ端子に切り替えてエンコーダ回路４１にメモ
リー４４、４５を接続して圧縮を行う。また再生時には、セレクタ４２をＢ端子に切り替
えてデコーダ回路４６にメモリー４４を接続して復元を行うと共に、セレクタ４３をＢ端
子に切り替えて入れ替え回路４７にメモリー４５を接続する。このようにして、再生時に
は不使用のフレームメモリー４５を利用して、上述の映像信号を徐々に入れ替える装置を
形成することができる。
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【００７４】
従ってこの装置において、映像信号をフレーム単位で所定時間ずつ間欠的に更新して取り
出した信号に対して、この映像信号を徐々に入れ替えて出力するようにしたことによって
、表示される画像が連続的に変化されて、表示の不自然さを解消することができる。
【００７５】
これによって、従来の装置のように映像信号をフレーム単位で所定時間ずつ間欠的に更新
して取り出す再生方法では、この映像信号を表示した場合に極めて不自然な表示になって
しまっていたものを、本発明によればこれらの問題点を容易に解消することができるもの
である。
【００７６】
さらにこの装置においては、映像信号の圧縮に用いられ、再生時には不使用のフレームメ
モリーを利用して、上述の映像信号を徐々に入れ替えて出力する装置を形成することによ
って、新たなフレームメモリー等を用意することなく簡単な構成で、本発明を実施するこ
とができるものである。
【００７７】
こうして上述の映像信号再生装置によれば、圧縮されて記録された映像信号をデコードし
て再生すると共に、デコードした映像信号をフレーム単位で所定時間ずつ間欠的に更新し
て取り出す機能を有する映像信号再生装置であって、映像信号の１または複数のフレーム
を記憶する記憶手段と、取り出した映像信号及び／または記憶手段に記憶した映像信号に
それぞれ任意の係数を乗算する複数の加重手段と、複数の加重手段の出力信号を加算する
加算手段とを有し、取り出した映像信号を徐々に入れ替えて出力することにより、表示さ
れる画像が連続的に変化されて、表示の不自然さを解消することができるものである。
【００７８】
なお上述のフレームメモリーは、フレーム単位で格納するタイプに限らず、フィールド単
位で格納するタイプであってもよい。
【００７９】
また本発明は、上述の説明した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の精神を逸
脱することなく種々の変形が可能とされるものである。
【００８０】
【発明の効果】
従って請求項１の発明によれば、映像信号をフレーム単位で所定時間ずつ間欠的に更新し
て取り出した信号に対して、この映像信号を徐々に入れ替えて出力するようにしたことに
よって、表示される画像が連続的に変化されて、表示の不自然さを解消することができる
ものである。
【００８１】
これによって、従来の装置のように映像信号をフレーム単位で所定時間ずつ間欠的に更新
して取り出す再生方法では、この映像信号を表示した場合に極めて不自然な表示になって
しまっていたものを、本発明によればこれらの問題点を容易に解消することができるもの
である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の映像信号再生装置の一の実施形態の構成図である。
【図２】本発明の映像信号再生装置の他の実施形態の構成図である。
【図３】ノイズ低減回路の構成図である。
【図４】本発明の映像信号再生装置のさらに他の実施形態の構成図である。
【図５】本発明の映像信号再生装置を記録系を有する装置に適用する場合の説明図である
。
【符号の説明】
１…例えばＭＰＥＧ方式で圧縮された映像信号が記録されたディスク、２…ピックアップ
、３…再生処理部、４…例えばＭＰＥＧ方式のデコーダ回路、５…制御用のマイクロコン
ピュータ、６…メモリー、７…操作部、１１…第１の加重回路となるアンプ、１２…加算
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器、１３…出力端子、１４…記憶手段となるフレームメモリー、１５…第２の加重回路と
なるアンプ

【図１】 【図２】
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【図５】
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